
【渡航者や入国者に対してお知らせ及びお願いしていること】

１ 現在、アジアをはじめ世界各国で、口蹄疫や鳥インフルエンザなどの伝染病が
発生しています。

２ 検査証明書のないビーフジャーキー、ハム、ソーセージなどの肉製品の日本へ
の持ち込みは禁止されています。

３ 海外で、牛や豚、鶏などの家畜のいる場所に行くことは、できるだけ避けてください。

４ 日本への入国時には、全ての方を対象に靴底の消毒を実施しています。

５ 海外で家畜のいる場所に行った方や日本国内で家畜に触れる予定のある方は、
入国時に、手荷物引き取り場内にある｢動物検疫カウンター｣にお立ち寄りください。
入国時に｢動物検疫に関する質問票｣が配られたり、質問が行われることがあります。

水際検疫強化の状況

口蹄疫や高病原性鳥インフルエンザなどの家畜の伝染病が我が国に侵入するのを防ぐため、動物
検疫所では、発生国からの畜産物の輸入禁止、国際線の到着する全ての空海港（約80か所）での入
国者の靴底消毒やフェリーにより上陸する車両の消毒等を実施。
また、平成23年10月から、口蹄疫等の発生国からの全ての直行便を対象に、機内アナウンス等に

より、海外での家畜の接触歴等の質問を行い、必要に応じて手荷物の消毒や衛生指導を実施。

リーフレット
（日本語、英語、韓国語、中国語、

台湾語）
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・空海港の旅客ターミナルでのポスター、リーフレット、アナウンス、ビデオ等による出国者・入
国者への注意喚起
・ホームページ、インターネット広告等による国民への周知
・渡航者・入国者の増加する年末年始、春節（旧正月）、ゴールデンウィーク及び夏休みに、空海
港において広報キャンペーン（パンフレット配布、展示等）

空港出発フロアの広報モニター
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動物検疫に関する国民への注意喚起

入国エリア（手荷物検査場）の
ターンテーブルの看板設置

出国審査場の電子看板

空港行きリムジンバスの背もたれステッカー

Yahoo! のバナー広告
空港での広報キャンペーン



旅客の手荷物検査の強化

・口蹄疫等の発生国からの畜産物の持ち込み禁止
・アジア便を中心に、検疫探知犬を活用した抜き打ち検査を実施（成田国際空港、関西国際空港、
羽田空港に各２頭配置）

畜産物や犬などの動物を持ち込もうとする
旅客は、動物検疫所で検査を受けなければ
ならない。

検疫探知犬による検査
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動物検疫カウンターでの手荷物検査

（参考）空海港での荷物検査における、
持ち込むことができない畜産物の
国別の摘発実績

（探知犬が端緒となった例を含む）

（23年実績）
１ 中国 18,176 件
２ 台湾 2,525件
３ フィリピン 1,994 件

主な持ち込み品：ソーセージ・鶏肉等



空海港における靴底消毒・車両消毒・携帯品消毒

・国際線の到着する全ての空海港（約80か所）において、入国者の靴底消毒を実施。

到着エリアの入国審査場エリアやボーディング
ブリッジなど、全ての旅客が通過する場所に消
毒薬の浸透したマットを設置
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ポスターやアナウンス
による周知

・口蹄疫等の発生国からフェリーにより上陸する車両は、
消毒用マットの設置に加え、国内発生時の消毒ポイントと
同様、タイヤ周りの噴霧消毒を実施。

フェリーターミナル

車両用消毒マット 噴霧消毒

携帯品（ゴルフシューズ等）の消毒実績
(平成23年10～12月)

宮崎空港 鹿児島空港
10月 531件 212件
11月 448件 360件
12月 564件 592件
計 1,543件 1,164件

・入国者の手荷物で持ち込まれる靴
等についても、動物検疫カウンター
での消毒を実施。



入国者への質問制度の導入

家畜伝染病予防法が改正され、平成23年10月から、口蹄疫やアフリカ豚コレラの発生国からの全
ての直行便を対象に、航空機内・船内アナウンス等により、海外での訪問歴や日本国内での予定に
ついて質問を実施。一部の便については、質問票を配布。
質問該当者は、入国時に、手荷物引き取り場内にある｢動物検疫カウンター｣で、必要に応じて手

荷物の消毒や衛生指導を実施。
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